
６月23日から29日までの１週間は「男女共同参画週間」
令和８年度キャッチフレーズ「あなたらしさが、社会のチカラ」

　男性と女性が、職場で、学校で、地域で、家庭で、それぞれの個性と能力を発揮できる「男女共同参画
社会」を実現するためには、行政だけでなく、市民の皆様一人ひとりの取り組みが必要です。
　私たちのまわりの男女のパートナーシップについて、この機会に考えてみませんか?

～６月１日は人権擁護委員の日～
　人権擁護委員は、人権擁護委員法に基づいて、人権相談を受けたり人権の
考えを広めたりする活動をしている民間の方々です。
　人権擁護委員制度は、様々な分野の人たちが人権思想を広め、地域の中
で人権が侵害されないように配慮して人権を擁護していくことが望ましい
という考えから設けられたもので、諸外国に例を見ない制度として発足し
ました。
　人権擁護委員が組織する全国人権擁護委員連合会では、人権擁護委員法が施行された６月１日を「人権擁護委員
の日」と定め、人権擁護委員が国民の皆さんの相談に応じる存在として各市町村に配置されていることを伝えると
ともに、人権尊重の大切さを呼びかける日としています。

社会福祉課　☎０７３８-２３-５５08
FAX0738-24-2390

人権擁護委員をご存知ですか？

相談内容の　
秘密は守られます。

　セクハラやパワハラ、家庭内暴力、体罰やいじめ、インターネットでの誹謗中傷、差別など、「自分の悩みは人
権侵害かも？」と思ったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

♦日　時　６月19日（金）10：00～15：00
♦場　所　福祉センター３階
♦相談員　・法務局職員
　　　　　・法務省人権擁護委員

　　　　　　林　千代（薗）　森川　正教・米倉　守（湯川町）　山本　周子（藤田町）

　　　　　　清水　典子（塩屋町）　垣内　由美（野口）　岡本　誠司（名田町）　　

♦その他　人権相談は、和歌山地方法務局 ☎0570-003-110でも受け付けています。
♦主　催　御坊人権擁護委員協議会御坊分会・御坊市・和歌山地方法務局御坊支局
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特設人権相談所

６月は環境月間です

●家庭でできるエコ活動
　市民の皆様の日々の行動が、環境負荷の低減につながります。ぜひ、ご家庭で取り組んでみてください。
・室温は28度を目安にしましょう。　
・冷蔵庫は開ける時間を最小限に。詰め込み過ぎず、量を減らしましょう。
・家電の買い替えは、省エネ家電を選びましょう。　
・アサガオなどを利用した緑のカーテンやすだれで室温を下げましょう。
・お出かけの際は、涼しい服装にしましょう。　
・使わない機器の電源は消しましょう。

　６月５日は環境の日です。これは、1972年６月５日からストックホルムで開催された「国連人間環境会議」
を記念して定められたものです。国連では、日本の提案を受けて６月５日を「世界環境デー」と定めており、日本
では「環境基本法」で「環境の日」を定めています。
　また、環境省の呼びかけにより、６月の１か月間を「環境月間」とし、全国で様々な活動が行われています。

あなたも職場やご家庭で冷房に頼りすぎない
ライフスタイルを取り入れてみませんか？

●市役所では「通年の軽装勤務」を実施しています。
　市役所では、地球温暖化防止及び省エネルギー対策推進のため、職員が軽装（ノー
ネクタイ、ノー上着）で業務を行っています。
　また、冷房の運転時には、庁舎内の室温の目安を28度とし、電気などのエネルギー
使用量を減らすことにより、温室効果ガス排出量の削減に努めています。
　市民の皆様には、この趣旨をご理解いただき、市役所へは軽装でお越しください。

市民環境課　☎0738-23-5506
　　　　FAX0738-24-3255

浄化槽設置整備事業補助金について
　家庭の台所などから出る生活雑排水を、そのまま水

路に流すと河川の水質を悪化させるため、合併処理浄

化槽や公共下水道、農業集落排水などの処理施設を整

備し、生活排水の適正処理を図る必要があります。

　現在、単独処理浄化槽やくみ取り便槽を利用した水

洗トイレを設置されているご家庭で、水回りの改修を

検討されている場合は、合併処理浄化槽の補助金制度

を設けていますので、ご相談ください。

♦受付期間　11月30日（月）まで

　　　　　　※受付期間中でも補助予定基数「70基」に達した時点で終了となります。

　補助金額や要件について、詳しくは右の二次元コードから市ホームページをご確認

ください。

♦申し込み・問い合わせ　市民環境課　☎0738-23-5506　FAX0738-24-3255
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